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公益財団法人核物質管理センター 

                   理事長    下 村 和 生 

（公 印 省 略） 

 

 

 

公益財団法人核物質管理センター六ヶ所保障措置センター 

核燃料物質使用施設保安規定の変更認可申請の一部補正について 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 57条第 1項の規定

に基づき、令和 4年 7月 8日付（04核管六第 020号）で申請した公益財団法人

核物質管理センター六ヶ所保障措置センター核燃料物質使用施設保安規定の変

更認可申請の一部を別紙のとおり補正致します。 
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別紙 

 

核燃料物質使用施設保安規定の変更認可申請の一部補正について 

 

公益財団法人核物質管理センター六ヶ所保障措置センター核燃料物質使用施

設保安規定の変更認可申請（04核管六第 020号：令和 4年 7月 8日付）の補正

理由及び内容は、以下のとおりである。なお、補正内容の詳細は別添「六ヶ所保

障措置センター核燃料物質使用施設保安規定 新旧対照表」のとおりである。 

 

1. 補正理由及び内容 

(1) 職務の明確化 

①  第 4条（品質マネジメントシステム）1.2(3)の記載について、保安防護

管理室長の保安業務への関わりを各課長と同様にするため、「第 6条第

4 号に掲げる室長及び第 6 条第 6 号から第 9 号に掲げる課長は以下、

「各課長」という。」に変更した。 

② 第 6条（職務）(6)に記載する分析課長の職務について、使用設備（分

析セル、グローブボックス、フード）内では、核燃料物質及び核燃料

物質によって汚染された物を使用することから、「使用施設、貯蔵施設、

廃棄施設の設備（放射線管理設備及び通信連絡設備を除く）を用いた

核燃料物質等の使用、核燃料物質の貯蔵及び運搬に係る保安活動」に

変更した。 

③ 第 6条（職務）(8)に記載する設備課長の職務について、放射性固体廃

棄物の保管の責任を明確にするため、「保管」を追加した。 

 

(2) 異常時等の対応の明確化 

①  第 21 条（負圧等の維持）第 2 項に記載する分析課長が行う通常操作

条件を逸脱した場合の対応を職務と整合を図り、「核燃料物質等の使用

を停止し、核燃料物質等の使用とその状況の把握」に変更した。 

②  第 24 条（異常時の措置）第 2 項に記載する分析課長が行う異常事象

が発生した場合の対応を職務と整合を図り、「核燃料物質等の使用」に

変更する。また、同様の理由により、第 4項の記載を「核燃料物質等

の使用を停止し、核燃料物質等の使用とのその状況の把握」に変更し

た。 
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(3) 報告先の変更 

第 33条（床、壁等の除染）第 4項に記載する床、壁等の除染に関する内

容の報告先について、現行の保安規定の報告先である「核燃料取扱主務者」

を追加した。 

 

(4) 緊急作業に係る実施者の変更 

第 54条の 2（緊急作業における作業者の選任及び被ばく管理等）第 4項

及び第 5項の実施者（主語）について、第 4条にて保安防護管理室長の保

安業務への関わりを各課長と同様にするための変更をしたことから、「各課

長」に変更した。 

 

以 上 
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別添 

六ヶ所保障措置センター核燃料物質使用施設保安規定 新旧対照表 

保安規定変更認可申請版（2022 年 7 月 8 日） 補正申請 備考 

（品質マネジメントシステム） 

第４条 保安活動のための品質マネジメント活動を実施するに当たり、以下のとお

りに品質マネジメントシステムを構築する。 

（略） 

１．２ 定義 

第４条における用語の定義は、次に掲げるもののほか品質管理基準規則に

基づき別途定める「ＲＳＣ保安品質マニュアル」に定めて運用するものとす

る。 

（１）「保安に係る組織」とは、第５条に定める六ヶ所センターの品質マネジ

メントシステムに基づく使用施設等の保安に係る各組織の総称をいう。 

（２）「職員」とは、保障措置分析所において核燃料物質等の使用等の業務及

びその品質マネジメント活動を行う六ヶ所センターの役員、職員、任期付

職員、参事、専門契約職員及び契約職員をいう。 

（３）「管理者」とは、六ヶ所センターにおける保安業務及び品質マネジメン

ト活動の管理監督する所長、保安防護管理室長（以下、「室長」という。）、

検査分析部長（以下、「部長」という。）、六ヶ所分析課長（以下、「分析課

長」という。）、安全管理課長、設備課長及び管理課長をいう（第６条第６

号から第９号に掲げる課長は以下、「各課長」という。）。 

 

（略） 

 

（職 務） 

第６条 前条の組織に定める各職位の職務は次のとおりとする。 

（１）理事長は、核燃料物質等の使用等に係る保安活動及び品質マネジメン

ト活動を総理する。 

（２）所長は、六ヶ所保障措置センターにおける保安活動及び品質マネジメ

ント活動を総括する。 

（３）品質マネジメントシステム管理責任者は、理事長の命を受けて、六ヶ所

保障措置センターの品質マネジメントシステムを管理する。 

（４）室長は、六ヶ所保障措置センターの保安に係る品質管理を行う。 

（５）部長は、分析課長を指揮し、分析課長が所管する保安活動を統括すると

ともに、これらに係る品質マネジメント活動を行う。 

（６）分析課長は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設の設備（放射線管理設備及

び通信連絡設備を除く）を用いた核燃料物質の使用、保管及び運搬に係

る保安活動を行うとともに、これらに係る品質マネジメント活動を行う。 

 

（７）安全管理課長は、放射線管理、保安教育・訓練及び放射線管理設備に係

る保安活動を行うとともに、これらに係る品質マネジメント活動を行う。 

 

（品質マネジメントシステム） 

第４条 保安活動のための品質マネジメント活動を実施するに当たり、以下のとお

りに品質マネジメントシステムを構築する。 

（略） 

１．２ 定義 

第４条における用語の定義は、次に掲げるもののほか品質管理基準規則に

基づき別途定める「ＲＳＣ保安品質マニュアル」に定めて運用するものとす

る。 

（１）「保安に係る組織」とは、第５条に定める六ヶ所センターの品質マネジ

メントシステムに基づく使用施設等の保安に係る各組織の総称をいう。 

（２）「職員」とは、保障措置分析所において核燃料物質等の使用等の業務及

びその品質マネジメント活動を行う六ヶ所センターの役員、職員、任期付

職員、参事、専門契約職員及び契約職員をいう。 

（３）「管理者」とは、六ヶ所センターにおける保安業務及び品質マネジメン

ト活動の管理監督する所長、保安防護管理室長（以下、「室長」という。）、

検査分析部長（以下、「部長」という。）、六ヶ所分析課長（以下、「分析課

長」という。）、安全管理課長、設備課長及び管理課長をいう（第６条第４

号に掲げる室長及び第６条第６号から第９号に掲げる課長は以下、「各課

長」という。）。 

（略） 

 

（職 務） 

第６条 前条の組織に定める各職位の職務は次のとおりとする。 

（１）理事長は、核燃料物質等の使用等に係る保安活動及び品質マネジメン

ト活動を総理する。 

（２）所長は、六ヶ所保障措置センターにおける保安活動及び品質マネジメ

ント活動を総括する。 

（３）品質マネジメントシステム管理責任者は、理事長の命を受けて、六ヶ所

保障措置センターの品質マネジメントシステムを管理する。 

（４）室長は、六ヶ所保障措置センターの保安に係る品質管理を行う。 

（５）部長は、分析課長を指揮し、分析課長が所管する保安活動を統括すると

ともに、これらに係る品質マネジメント活動を行う。 

（６）分析課長は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設の設備（放射線管理設備及

び通信連絡設備を除く）を用いた核燃料物質等の使用、核燃料物質の貯

蔵及び運搬に係る保安活動を行うとともに、これらに係る品質マネジメ

ント活動を行う。 

（７）安全管理課長は、放射線管理、保安教育・訓練及び放射線管理設備に係

る保安活動を行うとともに、これらに係る品質マネジメント活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職務の明確化 

（保安防護管理室長の保安業

務への関わりを各課長と同様

にするための変更。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職務の明確化 

（使用設備（分析セル、グロー

ブボックス、フード）内では、

核燃料物質及び核燃料物質に

よって汚染された物を使用す

ることから記載を変更。） 
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保安規定変更認可申請版（2022 年 7 月 8 日） 補正申請 備考 

 

（８）設備課長は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設の設備及び共用設備（放射線

管理設備及び通信連絡設備を除く）の管理並びに核燃料物質によって汚

染された物の廃棄及び運搬に係る保安活動を行うとともに、これらに係

る品質マネジメント活動を行う。 

（９）管理課長は、外部機関への通報連絡、通信連絡設備に係る保安活動及び

他の課長が所管しない保安活動を行うとともに、これらに係る品質マネ

ジメント活動を行う。 

 

 

（負圧等の維持） 

第２１条 分析課長は、別表第７に掲げる設備等の負圧等の通常操作条件の下、核

燃料物質等を使用する。 

２ 設備課長は、別表第７に掲げる通常操作条件を逸脱した場合は、分析課長

に核燃料物質等の使用を停止させ、原因の調査及び通常操作条件への復旧等

の必要な措置を講じる。分析課長は、核燃料物質の取扱いを停止し、核燃料

物質等の使用、保管状況の把握に努め、設備課が行う原因の調査及び通常操

作条件への復旧等に協力する。ただし、設備等の検査、修理、復旧、改造等

の作業を行う場合、及び日本原燃と共用する分析建屋換気設備が保守又は商

用電源喪失等により停止した場合であって汚染の拡大防止措置を含む計画を

あらかじめ作成し、安全管理課長の確認及び核燃料取扱主務者の同意並びに

所長の承認を受けているときは、この限りではない。 

３ 各課長は、前項ただし書きの適用除外を行う場合には、その旨を関係者に

周知する。 

 

 

（異常時の措置） 

第２４条 保障措置分析所に異常（おそれがある場合を含む）を発見した者は、直

ちに別途定める通報系統に従い通報する。 

２ 設備課長は、前項の通報を受けた場合は、直ちに異常状態の把握に努め、

必要と判断したときには分析課長に核燃料物質の取扱いを停止させ、異常状

態の解消又は拡大防止のための応急措置を講じる。なお、当該事象が火災或

いは、六ヶ所村震度４以上の地震の場合には、各課長と連携して、鎮火後又

は地震後、使用施設・設備の損傷の有無を確認する。また、設備課長は、異

常が共用設備に起因すると思われる場合は、直ちに日本原燃に連絡する。 

３ 安全管理課長は、放射線状況の把握に努め、設備課が行う異常状態の解消

又は拡大防止のための応急措置に協力する。 

４ 分析課長は、核燃料物質の取扱いを停止し、核燃料物質等の使用、保管状

況の把握に努め、設備課が行う異常状態の解消又は拡大防止のための応急措

置に協力する。 

５ 設備課長は、安全管理課長及び分析課長の協力を得て異常の原因を調査し、

 

（８）設備課長は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設の設備及び共用設備（放射線

管理設備及び通信連絡設備を除く）の管理並びに核燃料物質によって汚

染された物の保管、廃棄及び運搬に係る保安活動を行うとともに、これ

らに係る品質マネジメント活動を行う。 

（９）管理課長は、外部機関への通報連絡、通信連絡設備に係る保安活動及び

他の課長が所管しない保安活動を行うとともに、これらに係る品質マネ

ジメント活動を行う。 

 

 

（負圧等の維持） 

第２１条 分析課長は、別表第７に掲げる設備等の負圧等の通常操作条件の下、核

燃料物質等を使用する。 

２ 設備課長は、別表第７に掲げる通常操作条件を逸脱した場合は、分析課長

に核燃料物質等の使用を停止させ、原因の調査及び通常操作条件への復旧等

の必要な措置を講じる。分析課長は、核燃料物質等の使用を停止し、核燃料

物質等の使用とその状況の把握に努め、設備課が行う原因の調査及び通常操

作条件への復旧等に協力する。ただし、設備等の検査、修理、復旧、改造等

の作業を行う場合、及び日本原燃と共用する分析建屋換気設備が保守又は商

用電源喪失等により停止した場合であって汚染の拡大防止措置を含む計画を

あらかじめ作成し、安全管理課長の確認及び核燃料取扱主務者の同意並びに

所長の承認を受けているときは、この限りではない。 

３ 各課長は、前項ただし書きの適用除外を行う場合には、その旨を関係者に

周知する。 

 

 

（異常時の措置） 

第２４条 保障措置分析所に異常（おそれがある場合を含む）を発見した者は、直

ちに別途定める通報系統に従い通報する。 

２ 設備課長は、前項の通報を受けた場合は、直ちに異常状態の把握に努め、

必要と判断したときには分析課長に核燃料物質等の使用を停止させ、異常状

態の解消又は拡大防止のための応急措置を講じる。なお、当該事象が火災或

いは、六ヶ所村震度４以上の地震の場合には、各課長と連携して、鎮火後又

は地震後、使用施設・設備の損傷の有無を確認する。また、設備課長は、異

常が共用設備に起因すると思われる場合は、直ちに日本原燃に連絡する。 

３ 安全管理課長は、放射線状況の把握に努め、設備課が行う異常状態の解消

又は拡大防止のための応急措置に協力する。 

４ 分析課長は、核燃料物質等の使用を停止し、核燃料物質等の使用とのその

状況の把握に努め、設備課が行う異常状態の解消又は拡大防止のための応急

措置に協力する。 

５ 設備課長は、安全管理課長及び分析課長の協力を得て異常の原因を調査し、

 

 

 

・職務の明確化 

（放射性固体廃棄物の保管の

責任を明確にするための変

更。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・異常時等の対応の明確化 

（職務と整合を図るための変

更。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・異常時等の対応の明確化 

（職務と整合を図るための変

更。） 

 

 

 

 

・同上 
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保安規定変更認可申請版（2022 年 7 月 8 日） 補正申請 備考 

使用施設の保安のために必要な措置を講じるとともに、その結果を所長及び

核燃料取扱主務者に報告する。 

６ 所長は、異常の状況に応じて必要と判断した場合は、管理課長に外部関係

機関へ通報させる。 

 

 

（床、壁等の除染） 

第３３条 各課長は、別表第１０（２）に掲げる値を超える予期しない汚染を床、

壁等に発生させ又は発見した場合は、汚染拡大防止等の応急措置を講じると

ともに、安全管理課長に連絡する。 

２ 安全管理課長は、前項の汚染の状況を確認し、汚染箇所に係る作業を所管

する課長に連絡するとともに、汚染の除去、汚染の拡大防止措置等、放射線

防護上の指導・助言を行う。 

３ 前項の指導･助言を受けた課長は、汚染の除去又は汚染の拡大防止措置等、

放射線防護上の措置を講じ、措置結果について安全管理課長の確認を受ける。 

４ 安全管理課長は、第２項及び第３項の確認の内容について、所長に報告す

る。 

 

 

（緊急作業における作業者の選任及び被ばく管理等） 

第５４条の２ 所長は、保障措置分析所に災害が発生し又は発生するおそれのある

場合、使用設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれがある施設の損傷が生じ

た場合など緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者（女子につ

いては、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思がない旨を書面で申し出た

者。）を別表第２０に掲げる緊急作業に係る線量限度を超えない範囲におい

て、緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。 

   

（略） 

 

 

４ 室長及び各課長は、第１項又は第２項の緊急作業に従事させる放射線業務

従事者に対して、別表第２０の２に掲げる教育訓練を実施する。 

 

 

５ 室長及び各課長は、前項の教育訓練の結果について安全管理課長の確認を

受け、所長及び核燃料取扱主務者へ報告する。 

 

（略） 

 

 

使用施設の保安のために必要な措置を講じるとともに、その結果を所長及び

核燃料取扱主務者に報告する。 

６ 所長は、異常の状況に応じて必要と判断した場合は、管理課長に外部関係

機関へ通報させる。 

 

 

（床、壁等の除染） 

第３３条 各課長は、別表第１０（２）に掲げる値を超える予期しない汚染を床、

壁等に発生させ又は発見した場合は、汚染拡大防止等の応急措置を講じると

ともに、安全管理課長に連絡する。 

２ 安全管理課長は、前項の汚染の状況を確認し、汚染箇所に係る作業を所管

する課長に連絡するとともに、汚染の除去、汚染の拡大防止措置等、放射線

防護上の指導・助言を行う。 

３ 前項の指導･助言を受けた課長は、汚染の除去又は汚染の拡大防止措置等、

放射線防護上の措置を講じ、措置結果について安全管理課長の確認を受ける。 

４ 安全管理課長は、第２項及び第３項の確認の内容について、核燃料取扱主

務者及び所長に報告する。 

 

 

（緊急作業における作業者の選任及び被ばく管理等） 

第５４条の２ 所長は、保障措置分析所に災害が発生し又は発生するおそれのある

場合、使用設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれがある施設の損傷が生じ

た場合など緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者（女子につ

いては、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思がない旨を書面で申し出た

者。）を別表第２０に掲げる緊急作業に係る線量限度を超えない範囲におい

て、緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。 

   

（略） 

 

４ 各課長は、第１項又は第２項の緊急作業に従事させる放射線業務従事者に

対して、別表第２０の２に掲げる教育訓練を実施する。 

 

 

 

５ 各課長は、前項の教育訓練の結果について安全管理課長の確認を受け、所

長及び核燃料取扱主務者へ報告する。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告先の追加 

（現行の保安規定の報告先で

ある「核燃料取扱主務者」を

追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急作業に係る実施者の変更 

（第４条にて保安防護管理室

長の保安業務への関わりを各

課長と同様にするための変更

をしたことに伴う変更） 

・同上 
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